
仕  様  書 

                    京都市環境政策局環境企画部環境保全創造課 

                      （担当 須藤、改田 電話 075-222-3955） 

件 名 普通騒音計の点検、校正及び法定検定等請負業務 

契 約 期 間  契約締結日 ～ 令和８年８月３１日 

契 約 条 件 

  

１ 普通騒音計の点検、校正及び法定検定 

リオン株式会社製普通騒音計３台（型式 NL-42：2台、型式 NL-42A:1台）につ

いて、当該機器の内部及び外部の破損、性能等を点検するとともに、日本産業規

格（ＪＩＳ）、国際電気標準会議（ＩＥＣ）の規格に準拠した音響校正器による

校正を行い、計量法（平成４年法律第５１号）第１６条第１項第２号イに規定す

る検定の申請及び受検を実施し、同法第７１条の条件に合格したものにするこ

と。 

 

２ 各機器の回収及び返戻 

 各機器が配備されている所属から回収し、上記１に掲げる点検等を行い、検定

等の合格後、当該機器が配備されていた所属に返戻すること。 

 なお、回収日時等については、予め相談すること。 

 

 ３ 提出書類 

 業務完了後速やかに、実施した点検及び校正内容等を記載した作業報告書（任

意様式）を作成し、環境保全創造課に提出すること。 

また、特定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第７０号）第７２条に

規定される検定機関が発行した普通騒音計の検定済証を作業報告書と併せて提

出すること。 

 

 ４ その他 

（１）上記１に掲げる普通騒音計は、下記のとおり配備されている。 

 

（２）いずれも点検時に施す軽微な修理については、点検費用に含めること。 

点検時に、想定費用の範囲を超える修理が必要であることが判明した場合は、

速やかに報告すること。 

なお、追加で修理等を行う場合は、別途、契約する。 

（３）京都市契約事務規則第３６条に基づき、契約書の作成は省略する。 

（４）本契約に係る費用は、業務履行後、請負業者からの適正な請求書の提出後、

３０日以内に支払うこととする。 

 

機  器 所  属 
配備 

台数 

普通騒音計 

（型式 NL-42） 京都市環境政策局環境企画部南部環境共生センター 

（京都市南区西九条森本町 62-1） 

2台 

普通騒音計 

（型式 NL-42A） 
1台 

 



契 約 条 件 

（５）業務の履行に伴い生じた請負業者の故意又は過失による損害については、

請負業者が責任を負うこと。 

（６）本件仕様について疑義があるときは、契約締結前に本市との間で十分に協

議すること。 

（７）その他、本仕様書に定めのない事項については、本市担当職員と協議のう

え、決定する。 

 


